
東カリマンタン州バリクパパン市における市境検問の実施 

 

令 和 ３ 年 １ 月 ２ ２ 日 

在スラバヤ日本国総領事館 

 

●東カリマンタン州バリクパパン市は、早ければ２２日より、無作為で市境における迅

速抗原検査を開始する旨発表しました。 

●引き続き感染防止に十分注意するとともに、該当地域に赴かれる際は、最新情報

の入手に努めて下さい。 

  

１．報道によると、東カリマンタン州バリクパパン市は、現在詳細調整中なるも、早け

れば２２日より、同市境に検問所を開設し、無作為で通行者に対する迅速抗原検査を

開始する旨を発表しました。右検査の結果で新型コロナの反応が認められた場合、

市内居住者については市内にて治療が行われる一方、市外居住者については同市

への入域を拒否するとされています。 

 

２．在留邦人の皆様におかれては、引き続き感染予防に十分留意するとともに、該当

地域に赴かれる際は、最新情報の入手に努めてください。（了） 


